
 

 

新のびのび塩竈っ子プランの見直し案について 

 

 平成２７年度から開始された子ども・子育て支援新制度に併せて作成した「新のびのび塩

竈っ子プラン」について、計画期間の中間年である平成２９年度に見直しを実施します。 

 見直しは、計画の第４章である「子ども・子育て支援事業計画」の計画数値について実施

し、これまでの実績を反映させた修正を行います。 

 修正のポイントは、以下のとおりです。 

 

Ⅰ．教育・保育事業 

１．人口の推移…Ｐ１  

・これまでの人口推移の実績にあわせた修正（上方修正） 

 

２．教育事業…Ｐ２ 

・これまでの入園状況の実績にあわせた利用者数の修正（上方修正） 

   ・平成３１年度に開園予定の認定こども園にあわせた提供量の修正（下方修正） 

 

３．保育事業…Ｐ３～４ 

・これまでの申込状況の実績にあわせた利用者数の修正（上方修正） 

   ・平成３０年度に開園予定の小規模保育事業にあわせた提供量の修正（上方修正） 

   ・平成３１年度に開園予定の認定こども園にあわせた提供量の修正（上方修正） 

   ・提供量を支給認定区分ごとに記載 

   ・待機児童解消に向けた提供量を把握するため、認可外保育施設を除いた記載 

   ・待機児童解消に向けた取り組みを記載 

 

Ⅱ．地域子ども・子育て支援事業…Ｐ５～１４ 

   ・１３事業について、事業概要、現在の実施状況と今後の実施予定を記載 

   ・利用者数、提供量は平成２８年度の実績を反映 

   ・乳児関連事業はこれまでの実績と人口推移から算定 

・ファミリーサポート事業は対象者を就学前の児童も含め、実利用回数を記載 

   ・病児保育事業の再検討 

   ・現在、未実施事業は次期計画で検討 

 

今後のスケジュール 

 平成２９年１１月～ 第２回子ども・子育て会議での意見を受けて、庁内で再検討 

 平成３０年 １月  民生常任委員会協議会 

平成３０年 ３月  第３回子ども・子育て会議 

国及び県へ計画変更の協議 
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Ⅰ．教育・保育事業 

 

１．人口 

（１）計画と実績 

    当初計画数値と平成 29 年度までの実績を比較すると、当初計画時より人口減少は緩や

かに推移しています。 

（２）計画の見直し 

これまでの実績に基づき人口を次のように予測しました。 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

総人口 56,407 56,207 55,364 54,815 54,242 53,651 53,035 

０歳 337 302 316 310 302 296 292 

１歳 331 351 338 326 320 312 306 

２歳 351 342 351 342 330 324 316 

３歳 357 365 340 356 347 335 329 

４歳 382 368 359 343 359 350 338 

５歳 376 387 363 362 346 362 353 

０～５歳 2,134 2,115 2,067 2,039 2,004 1,979 1,934 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

総人口 56,407 56,207 55,752 55,247 54,959 54,603 54,249 

０歳 337 302 318 307 312 308 306 

１歳 331 351 338 336 316 326 324 

２歳 351 342 356 344 342 343 341 

３歳 357 365 344 357 375 354 352 

４歳 382 368 371 346 369 357 355 

５歳 376 387 371 366 353 359 356 

０～５歳 2,134 2,115 2,098 2,056 2,067 2,047 2,034 

各年 4 月 1 日現在 

【推計の算出方法】 

総人口：＜Ｈ30＞平成 26～29 年度（過去 4 年）の前年度比率の平均×平成 29 年度の総人口 

＜Ｈ31＞平成 26～29 年度（過去 4 年）の前年度比率の平均×平成 30 年度の総人口 

各年齢の人口：過去 3 年の総人口に占める各年齢人口の割合×当該年度の総人口 
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２．教育事業 

（１）計画と実績 

    当初計画と平成 29 年度までの実績を比較すると、当初計画では利用人数が緩やかに減

少していくのに対して、実績では増加傾向にあります。 

（２）計画の見直し 

    これまでの実績に基づき利用者数を次のように予測しました。 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

①利用者数 550   524 524 519 517 504 

   １号認定 
550 

  224 224 222 221 215 

  ２号認定
（教育ニーズ） 

  300 300 297 296 289 

②提供量 1,145   1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 

差異（②-①） 595   621 621 626 628 641 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

 実績 推計 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

①利用者数 550 578 566 572 614 620 615 

   １号認定 
550 578 566 572 614 

265 263 

  ２号認定
（教育ニーズ） 

355 352 

②提供量 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,067 

差異（②-①） 595 567 579 573 531 525 452 

各年 5 月 1 日現在 

【推計の算出方法】 

 利用者数：＜Ｈ30＞3～5 歳人口合計に占める教育施設を利用した割合（入園率）の平成 27～

29 年度の前年度伸び率の過去 3 か年平均に平成 29 年度の入園率を加算し

た推定入園率（Ａ）×平成 30 年度の 3～5 歳人口の合計 

      ＜Ｈ31＞（Ａ）×平成 31 年度の 3～5 歳人口の合計 

※推計利用者数の 1 号認定と 2 号認定の人数は、計画数値と同じ割合で按分 

提供量 ：＜Ｈ31＞認定こども園へ移行する施設の保育への移行分（78 名）を減少 

【用語の定義】 

利用者数：市内在住児童の教育施設利用者数（市外の施設を含む） 

提供量 ：市内私立幼稚園 6 園の定員数の合計 
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３．保育事業 

（１）計画と実績 

  当初計画と平成 29 年度までの実績を比較すると、当初計画では利用人数が緩やかに減少

していくのに対して、実績では増加傾向にあります。特に 3 号認定（1・2 歳児）の増加が

大きく、育休明けや就労希望の保護者が多くなっていると推測されます。 

（２）計画の見直し 

   これまでの実績に基づき利用者数と新たな施設の創設等による提供量を次のとおり見込

みました。 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

①利用者数 751   767 757 744 735 718 

  ２号認定 

751 

  413 412 409 407 396 

 ３号認定
（０歳児） 

  68 67 65 64 63 

 ３号認定
（１・２歳児） 

  286 278 270 264 259 

②提供量 800   800 800 800 800 800 

差異（②-①） 49   33 43 56 65 82 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

①利用者数 709  682  698 716 723 745 739 

  ２号認定 434  413  407 408 391 408 405 

 ３号認定
（０歳児） 

46  31  50 52 51 52 51 

 ３号認定
（１・２歳児） 

229  238  241 256 281 285 283 

②提供量 715 715 715 715 715 734 812 

  ２号認定 415 415 415 415 401 401 461 

 ３号認定
（０歳児） 

60 60 60 60 60 66 66 

 ３号認定
（１・２歳児） 

240 240 240 240 254 267 285 

差異（②-①） 6 33 17 ▲1 ▲8 ▲11 73 

  ２号認定 ▲19 2 8 7 10 ▲7 56 

 ３号認定
（０歳児） 

14 29 10 8 9 14 15 

 ３号認定
（１・２歳児） 

11 2 ▲1 ▲16 ▲27 ▲18 2 

各年 4 月 1 日現在 
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【推計の算出方法】 

利用者数：  

2 号認定 

＜Ｈ30＞平成 27～29年度の 3～5歳児の人口に占める入所申込数の割合の最大値（Ａ） 

×平成 30 年度の 3～5 歳児の人口  

＜Ｈ31＞（Ａ）×平成 31 年度の 3～5 歳児の人口 

3 号認定（0 歳児）） 

＜Ｈ30＞平成 27～29 年度の 0 歳児の人口に占める入所申込数の割合の最大値（Ｂ） 

×平成 30 年度の 0 歳児の人口  

＜Ｈ31＞（Ｂ）×平成 31 年度の 0 歳児の人口 

3 号認定（1・2 歳児）） 

＜Ｈ30＞平成 27～29年度の 1・2歳児の人口に占める入所申込数の割合の最大値（Ｃ） 

×平成 30 年度の 1・2 歳児の人口  

＜Ｈ31＞（Ｃ）×平成 31 年度の 1・2 歳児の人口 

提供量：＜Ｈ30＞認可外保育施設から小規模保育施設に移行分の増加（定員 19 名）。 

    ＜Ｈ31＞認定こども園へ移行する施設の保育量の増加（定員 78 名）。 

【用語の定義】 

利用者数：認可保育施設への申込者数 

・求職活動中のうち、求職活動を休止している者を除く 

・育児休業中の方。特定の保育所のみを利用希望している方を含む 

提供量 ：各認可保育施設の定員の合計（認可外保育施設除く） 

 

（３）待機児童解消に向けた取り組み 

 ①計画期間内 

   見直し後の計画のとおり、特に 1・2 歳児の保育ニーズに応える施策が必要です。 

   計画期間内では、当初計画にありませんでした、小規模保育施設（平成 30 年度）と認定

こども園（平成 31 年度）の創設によって、提供量を増やすことができました。 

 ②今後の施策 

   1・2 歳児を中心とした保育の受入れ体制を確保するため、次の施策を検討していきます。 

     ・認可外保育施設から小規模保育施設への移行促進（対象施設 2 施設） 

     ・私立幼稚園からの認定こども園の移行促進（対象施設 5 施設） 

     ・新規事業者による新たな保育施設（小規模保育や認定こども園）の参入促進 

     ・私立保育園の定員拡大促進 

     ・公立保育所での利用定員の調整 

     ・私立幼稚園への預かり保育の推進 

     ・私立幼稚園への入園促進助成 

     ・認可外保育施設利用者への保育料助成 

     ・幼稚園就園奨励費の独自助成 

    ・企業主導型保育事業の促進 
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Ⅱ．地域子ども・子育て支援事業 

 

１．利用者支援事業 

（１）事業概要 

    子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用につ

いて情報収集を行うとともに、それらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、

関係機関等の連絡調整等を実施する事業 

（２）本市の実施状況  

未実施 

（３）今後の実施状況  

平成３２年度から実施予定（移転予定の子育て支援センター「ここるん」にて） 

 

２．地域子育て支援拠点事業 

（１）事業概要 

    乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を提供し、子育てについての相談、情報

の提供、専門的な助言その他の援助を行う事業 

（２）本市の実施状況 

    ・子育て支援センター「ここるん」（壱番館１階） 

・あゆみ保育園子育て支援センター「たんぽぽ」（あゆみ保育園内） 

・藤倉子育て支援センター（藤倉保育所内） 

・つどいの広場（梅の宮住宅集会所）の４箇所で実施 

（３）今後の実施状況 

    事業継続 ※ここるん：平成３２年度に海岸通地区に移転予定 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                              単位：人回 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 11,656   15,583 14,979 14,581 14,275 13,999 

②提供量 14,760   20,116 19,756 19,756 19,756 19,756 

差異（②-①） 3,104   4,533 4,777 5,175 5,481 5,757 

目標事業量 -   18,104 17,780 17,780 17,780 17,780 

（ⅱ）見直し後の計画                            単位：人回 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 11,656 14,765 15,309 16,895 16,895 16,895 16,895 

②提供量 14,760 19,756 20,116 21,286 21,286 21,286 21,286 

差異（②-①） 3,104 4,991 4,807 4,391 4,391 4,391 4,391 

目標事業量 - - 18,104 17,780 17,780 17,780 17,780 
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３．一時預かり事業 

（１）事業概要 

  保護者の出産、病気、冠婚葬祭の他、ショッピングや美容院などのリフレッシュなど理

由を問わず一時的に保育を実施する事業 

（２）本市の実施状況 

・新浜町保育所（公立保育所） 

・あゆみ保育園（私立保育所）の２箇所で実施 

（３）今後の実施状況   

事業継続 ※新浜町保育所は平成３１年度末で閉所予定 

※海岸通地区に建設予定の保育所で平成３２年度から実施予定 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 1,655   1,583 1,544 1,511 1,484 1,568 

②提供量 5,860   5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 

差異（②-①） 4,205   4,277 4,316 4,349 4,376 4,292 

目標事業量 -   2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 1,655 1,678 1,841 2,666 2,666 2,666 2,666 

②提供量 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 

差異（②-①） 4,205 4,182 4,019 3,194 3,194 3,194 3,194 

目標事業量 - - 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 
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４．乳児家庭全戸訪問事業 

（１）事業概要 

  親の育児不安や育児ストレス等を未然に防ぎ、安心して子育てができるよう生後４か月

までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、養

育環境等の把握を行う事業 

（２）本市の実施状況 

  子どもの出生後、支援を必要とする子育て家庭を把握する最初のきっかけとして生後４

か月までに 1 回訪問しています。 

その後、個別ケースに応じて養育支援訪問事業などの適切な支援に繋げています。 

（３）今後の実施状況   

事業継続  

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 316   296 291 283 278 274 

②提供量 316   316 316 316 316 316 

差異（②-①） 0   20 25 33 38 42 

目標事業量 -   296 291 283 278 274 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 316 316 302 299 283 278 274 

②提供量 316 316 316 316 316 316 316 

差異（②-①） 0 0 14 17 33 38 42 

目標事業量 - - 296 291 283 278 274 
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５．養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

＜養育支援訪問事業＞ 

（１）事業概要 

育児に関して不安や孤立感を抱えたり、食事等の生活環境が不適切な養育状態にあるな

ど、養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等が居宅を訪問し、具体的な指導・助言

等を行うことにより、適切な養育の実施を確保する事業 

（２）本市の実施状況 

乳児家庭全戸訪問事業や妊婦健康診査事業、児童虐待・ＤＶ防止事業、要保護児童関連

事業などさまざまな事業と関連性が高く、関係機関や関係部署との連絡調整を図りながら

実施しています。 

（３）今後の実施状況   

事業継続  

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 56   54 53 52 51 50 

②提供量 56   56 56 56 56 56 

差異（②-①） 0   2 3 4 5 6 

目標事業量 -   54 53 52 51 50 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 56 58 46 68 52 51 50 

②提供量 56 58 46 68 56 56 56 

差異（②-①） 0 0 0 0 4 5 6 

目標事業量 - - 54 53 52 51 50 

 

＜子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業＞ 

（１）事業概要 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の

連携強化を図る取組を実施する事業 

（２）本市の実施状況 

未実施 

（３）今後の実施状況   

次期計画に向けて検討予定 
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６．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

（１）事業概要 

子育ての援助を行いたい人（協力会員）と子育ての援助を受けたい人（利用会員）を組

織化し、連絡、調整等相互の援助活動を行う事業 

（２）本市の実施状況 

子育て支援センター「ここるん」にある事務局で実施 

利用会員：塩竈市にお住いの方又は勤務している方で概ね生後３か月～小学６年生まで

のお子さんがいる方 

協力会員：塩竈市にお住まいで、２０歳以上の方 

心身ともに健康で安全に子どもを預かることができる方 

（３）今後の実施状況 

   事業継続 ※事務局：平成３２年度に海岸通地区に移転予定 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画（就学児のみ）                       単位：人日 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 5   10 9 9 9 9 

②提供量 41   41 41 41 41 41 

差異（②-①） 36   31 32 32 32 32 

目標事業量 -   12 11 11 11 11 

（ⅱ）見直し後の計画                            単位：人日 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 346 390 417 516 516 516 516 

 就学前児童 319 192 290 415 415 415 415 

就学児 27 198 127 101 101 101 101 

②提供量 613 613 613 613 613 613 613 

  就学前児童 415  415  415  415  415  415  415  

 就学児 198 198 198 198 198 198 198 

差異（②-①） 267 223 196 97 97 97 97 

目標事業量 - - 417  516  516  516  516  
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７．子育て短期支援事業 

（１）事業概要 

母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事

由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期

入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業 

（２）本市の実施状況 

未実施 

（３）今後の実施状況   

次期計画に向けて検討予定 

 

８．延長保育事業 

（１）事業概要 

保護者の就労等による事情で、通常の利用日及び利用時間を越えて保育が必要な場合に、

保育所等において保育を実施する事業 

（２）本市の実施状況 

全ての認可保育施設（１０施設）で実施 

（３）今後の実施状況 

   事業継続 ※北浜地区で開園予定の小規模保育でも平成３０年度から実施予定 

         海岸通地区に建設予定の保育所で平成３２年度から実施予定 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 253   287 283 278 275 269 

②提供量 400   400 400 400 400 400 

差異（②-①） 147   113 117 122 125 131 

目標事業量 -   287 283 278 275 269 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 253 231 199 194 194 199 220 

②提供量 400 400 400 400 400 411 454 

差異（②-①） 147 169 201 206 206 211 234 

目標事業量 - - 287 283 194 199 220 
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９．病児保育事業 

（１）事業概要 

保育中に微熱など体調不良となった児童（病児）を保護者が迎えにくるまでの間、また

は、病気やけがの回復期にあって、集団保育が困難な児童（病後児）に対して、保育所・医

療機関などに付設された専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保育及び看護ケアを

行う事業 

（２）本市の実施状況 

未実施 

（３）今後の実施状況 

   次期計画に向けて検討予定 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                              単位：人日 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数     1,052 1,038 1,021 1,008 985 

②提供量     0 0 1,040 1,040 1,040 

差異（②-①）     ▲1,052 ▲1,038 19 32 55 

目標事業量     0 0 1,021 1,008 985 

 

（ⅱ）見直し後の計画                            単位：人日 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 0 0 0 0 0 0 0 

②提供量 0 0 0 0 0 0 0 

差異（②-①） 0 0 0 0 0 0 0 

目標事業量 - - 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

１０．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

（１）事業概要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に学校の余裕教室、

児童館等を利用して適切な遊びと生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る事業 

（２）本市の実施状況 

浦戸小学校を除く小学校の空き教室（６校１２クラブ３６５人定員）で実施 

平成２９年度から指定管理者制度を導入（藤倉児童館・すべての放課後児童クラブ） 

（３）今後の実施状況 

   事業継続 

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 297   345 334 329 319 317 

 小学１～３年生 297   281 272 269 259 259 

小学４～６年生 0   64 62 60 60 58 

②提供量 330   365 365 365 365 365 

差異（②-①） 33   20 31 36 46 48 

目標事業量 -   345 334 329 319 317 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 297 305 349 336 402 362 362 

 小学１～３年生 297 305 323 297 346 322 322 

小学４～６年生 0 0 26 39 56 40 40 

②提供量 330 335 365 365 365 365 365 

差異（②-①） 33 30 16 29 ▲37 3 3 

目標事業量 - - 345 334 329 362 362 

 小学１～３年生 - - 281 272 269 322 322 

小学４～６年生 - - 64 62 60 40 40 
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１１．妊婦健康診査 

（１）事業概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把

握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学

的検査を実施する事業 

（２）本市の実施状況 

健やかな出産を迎えられるよう赤ちゃんの成長や妊婦の体調を確認し、病気などに素早

く気付き対応するため定期的に受診するよう指導しています。 

妊婦健康診査は妊娠期間中 14 回程度の受診が必要です。 

（３）今後の実施状況 

   事業継続  

（４）計画数値 

（ⅰ）現在の計画                               単位：人 

  実績 計画 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 376   353 346 337 330 326 

②提供量 376   376 376 376 376 376 

差異（②-①） 0   23 30 39 46 50 

目標事業量 -   353 346 337 330 326 

（ⅱ）見直し後の計画                             単位：人 

  実績 推計 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①年間総利用数 253 559 494 486 478 478 470 

②提供量 400 559 559 559 559 559 559 

差異（②-①） 147 0 65 73 81 81 89 

目標事業量 - - 353 346 478 478 470 

 

１２．実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（１）事業概要 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参

加に要する費用等を助成する事業 

（２）本市の実施状況 

未実施 

（３）今後の実施状況   

次期計画に向けて検討予定 
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１３．多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

（１）事業概要 

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）

や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れ

るための職員の加配を促進するための事業 

（２）本市の実施状況 

未実施 

（３）今後の実施状況   

次期計画に向けて検討予定 

 

 


